
No. 発注予定時期
履行期限

（履行期間）
発注課 契約担当課 契約日 契約金額（円）

1 令和３年４月
令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

都市交通課 都市交通課 令和3年4月1日 182,820

2 令和３年４月
契約締結日から
令和３年５月11日まで

企画課 企画課 令和3年4月20日 7,670

3 令和３年４月
契約決定した日から
30日以内

総務課 総務課 令和3年4月30日 134,120

4 令和３年５月
契約決定した日から
14日以内

綱島駅東口周辺
開発事務所

綱島駅東口周辺
開発事務所

令和3年6月8日 2,900

5 令和３年６月
契約締結日から
令和３年８月20日まで

景観調整課 景観調整課 令和3年6月14日 437,800

6 令和３年７月
契約締結日から
令和３年11月12日まで

景観調整課 景観調整課 令和3年8月27日 1,091,200

7 令和３年９月
契約締結日から
令和３年９月30日まで

地域まちづくり課 地域まちづくり課 令和3年9月2日 196,333

8 令和４年１月
契約決定した日から
14日以内

綱島駅東口周辺
開発事務所

綱島駅東口周辺
開発事務所

令和4年1月11日 2,120

9 令和４年２月
契約締結日から
令和4年3月18日まで

地域まちづくり課 地域まちづくり課 令和4年2月10日 196,333

件　名 契約の相手方 契約の相手方とした理由

掲示日：令和４年４月７日

横浜市契約事務受任者

都市整備局長　堀田　和宏

令和３年度都市整備局　地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約案件一覧

地方自治法施行令167条の2第1項第3号による随意契約を締結するので、横浜市契約規則第27条の3の規定に基づき、次の通り発注見通し・契約の締結状況を公表します。

名刺印刷
社会福祉法人　横浜社会
福祉協会

地方自治法施行令第167条の２
第１項第３号による（障害者就労
施設等との契約のため）

名刺の印刷
社会福祉法人　横浜社会
福祉協会

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

屋外広告物未申請調査業務委託
公益財団法人　横浜市シ
ルバー人材センター

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

第２回横浜サイン賞に係る業務委
託（個票作成）

公益財団法人　横浜市シ
ルバー人材センター

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

建築協定だより第76号発送業務委
託

公益財団法人　横浜市シ
ルバー人材センター

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

注意：「契約日」から「契約の相手方とした理由」まで空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

新横浜駅ベンチ清掃業務委託
NPO法人まどか
かしの木ホーム

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

建築協定だより第75号発送業務委
託

公益財団法人　横浜市シ
ルバー人材センター

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）

共通名刺の印刷
社会福祉法人　横浜社会
福祉協会

地方自治法施行令第167条の２
第１項第３号による（障害者就労
施設等との契約のため）

名刺の印刷について
社会福祉法人　横浜社会
福祉協会

地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号（障害者就労施設等と
の契約のため）


